
議案第２号

杉並区職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２８年２月１０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例

第１条 杉並区職員の分限に関する条例（昭和５０年杉並区条例第５号）の一部を

次のように改正する。

第１条中「の事由」を「及び降給の事由」に、「及び休職」を「、休職及び降

給」に改める。

第２条の見出し中「休職」の次に「及び降給」を加え、同条に次の１項を加え

る。

２ 職員の勤務実績がよくない場合においては、その意に反して、これを降給す

ることができる。

第３条の見出し中「及び休職の基準並びに」を「、休職及び降給の基準及び」

に改め、同条第１項中「場合は」を「場合又は前条第２項の規定により職員を降

給することができる場合は」に、「とする」を「であつて、指導その他の人事委

員会規則に定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績が改善されない場

合において、必要があると認められるときに限るものとする」に改め、同条第４

項中「又は休職」を「、休職又は降給」に改め、同条第５項中「前条」を「前条

第１項」に改める。

第４条第３項中「第２条」を「第２条第１項」に改める。

第８条を第９条とする。

第７条第１項中「禁こ」を「禁錮」に改め、同条を第８条とする。

第６条の次に次の１条を加える。

（降給の効果）

第７条 第２条第２項の規定により職員を降給する場合におけるその者の号給は、

降給した日の前日に受けていた号給より３号給下位の号給（当該受けていた号



給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位３号給以内の号給である場合に

あつては、当該最低の号給）とする。

第２条 杉並区職員の給与に関する条例（昭和５０年杉並区条例第９号）の一部を

次のように改正する。

第５条第２項中「すべて」を「全て」に改め、同条第３項中「標準的な」を削

り、「人事委員会が定める」を「別表第３に掲げる等級別基準職務表に定めると

おりとする」に改め、同条第４項中「すべて」を「全て」に、「前項の」を「前

項に規定する等級別基準職務表及び」に、「格付け」を「格付」に改める。

第６条の見出し中「昇格昇給」を「昇格昇給等」に改め、同条第８項中「ま

で」の次に「及び第７項」を加え、同項を同条第９項とし、同条中第７項を第８

項とし、第６項の次に次の１項を加える。

７ 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、杉並区職員の分限に関する

条例（昭和５０年杉並区条例第５号）第７条の規定に基づき、当該職員が降給

した日の前日に受けていた号給より３号給下位の号給（当該受けていた号給が

職員の属する職務の級の最低の号給の上位３号給以内の号給である場合にあつ

ては、当該最低の号給）とする。

第６条の３中「第６条第７項」を「第６条第８項」に改める。

第１６条第２項第２号中「別表第３」を「別表第４」に改める。

第２６条第１項第３号中「（昭和５０年杉並区条例第５号）第２条」を「第２

条第１項」に改める。

第３２条第２項中「別表第４」を「別表第５」に改める。

附則に次の１項を加える。

１２ 別表第３の規定の適用については、当分の間、同表アの部３級の項中「職

務」とあるのは「職務又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行

う係員の職務」と、同部４級の項中「又は主査の職務」とあるのは「若しくは

主査の職務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主任主事の職

務」と、同部５級の項中「職務」とあるのは「職務又は困難な業務を処理する

係長、担当係長若しくは主査の職務」と、同表イの部２級の項中「職務」とあ

るのは「職務又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う係員の職



務」と、同部３級の項中「職務」とあるのは「職務、困難な業務を処理する技

能主任の職務又は特に高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う係員の

職務」と、同部４級の項中「職務」とあるのは「職務又は困難な業務を処理す

る技能長の職務」と、同表エの部４級の項及びオの部４級の項中「又は主査の

職務」とあるのは「若しくは主査の職務又は高度の知識若しくは経験を必要と

する業務を行う主任主事の職務」とする。

別表第４を別表第５とし、別表第３を別表第４とし、別表第２の次に次の１表

を加える。

別表第３（第５条関係）

ア 行政職給料表（一）等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 係員の職務

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

３級 主任主事の職務

４級 係長、担当係長又は主査の職務

５級 総括係長の職務

６級 課長、担当課長又は副参事の職務

７級 統括課長の職務

８級 部長、担当部長又は参事の職務

イ 行政職給料表（二）等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 係員の職務

２級 技能主任の職務

３級 技能長の職務

４級 統括技能長の職務

ウ 医療職給料表（一）等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 係長、担当係長又は主査の職務



２級 課長、担当課長又は副参事の職務

３級 部長、担当部長又は参事の職務

エ 医療職給料表（二）等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 係員の職務

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

３級 主任主事の職務

４級 係長、担当係長又は主査の職務

５級 総括係長の職務

６級 課長、担当課長又は副参事の職務

７級 統括課長の職務

オ 医療職給料表（三）等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 係員の職務

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

３級 主任主事の職務

４級 係長、担当係長又は主査の職務

５級 総括係長の職務

６級 課長、担当課長又は副参事の職務

７級 統括課長の職務

第３条 杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１０年杉並区条

例第３号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。

第４条 杉並区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年杉並区条

例第４号）の一部を次のように改正する。

第３条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、同条第７号中「及び



勤務成績の評定」を削り、同号を同条第９号とし、同条中第６号を第７号とし、

同号の次に次の１号を加える。

(８) 職員の退職管理の状況

第３条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第

１号の次に次の１号を加える。

(２) 職員の人事評価の状況

第５条 杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２

年杉並区条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。

第６条 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年杉並区条例第１８

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。

第６条第３項を次のように改める。

３ 前項の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第２に掲げる等級別

基準職務表に定めるとおりとする。

第６条第４項中「すべて」を「全て」に、「職を」を「職を前項に規定する等

級別基準職務表及び」に、「格付け」を「格付」に改める。

第７条の見出し中「、昇格及び昇給」を「及び昇格昇給等」に改め、同条第１

項中「教育委員会規則」を「杉並区教育委員会規則（以下「教育委員会規則」と

いう。）」に改め、同条第７項中「まで」の次に「及び第６項」を加え、同項を

同条第８項とし、同条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、杉並区職員の分限に関する

条例（昭和５０年杉並区条例第５号）第７条の規定に基づき、当該職員が降給

した日の前日に受けていた号給より３号給下位の号給（当該受けていた号給が

職員の属する職務の級の最低の号給の上位３号給以内の号給である場合にあっ

ては、当該最低の号給）とする。

第７条の３中「第７条第６項」を「第７条第７項」に改める。

第１５条第２項第２号中「別表第２」を「別表第３」に改める。

第２４条第１項第４号中「（昭和５０年杉並区条例第５号）第２条」を「第２



条第１項」に改める。

別表第２を別表第３とし、別表第１の次に次の１表を加える。

別表第２（第６条関係）

幼稚園教育職員給料表等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 教諭の職務

２級 主任教諭の職務

３級 副園長の職務

４級 園長の職務

第７条 杉並区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（平成１２

年杉並区条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。

第８条 杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１９年

杉並区条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。

第９条 杉並区学校教育職員の給与に関する条例（平成１９年杉並区条例第１１

号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。

第６条第２項を次のように改める。

２ 前項の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第１に掲げる等級別

基準職務表に定めるとおりとする。

第７条第１項中「別表第１」を「別表第２」に改め、同条第２項中「すべて」

を「全て」に、「職を」を「職を前条第２項に規定する等級別基準職務表及び」

に、「教育委員会規則」を「杉並区教育委員会規則（以下「教育委員会規則」と

いう。）」に、「格付け」を「格付」に改める。

第８条の見出し中「、昇格及び昇給」を「及び昇格昇給等」に改め、同条第７

項中「まで」の次に「及び第６項」を加え、同項を同条第８項とし、同条中第６

項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。



６ 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、杉並区職員の分限に関する

条例（昭和５０年杉並区条例第５号）第７条の規定に基づき、当該職員が降給

した日の前日に受けていた号給より３号給下位の号給（当該受けていた号給が

職員の属する職務の級の最低の号給の上位３号給以内の号給である場合にあっ

ては、当該最低の号給）とする。

第９条中「第８条第６項」を「第８条第７項」に改める。

第１８条第２項第２号中「別表第２」を「別表第３」に改める。

第２６条第１項第４号中「（昭和５０年杉並区条例第５号）第２条」を「第２

条第１項」に改める。

別表第２を別表第３とし、別表第１を別表第２とし、同表の前に次の１表を加

える。

別表第１（第６条関係）

学校教育職員給料表等級別基準職務表

職務の級 基準となる職務

１級 小学校、中学校又は特別支援学校の助教諭の職務

２級 小学校、中学校又は特別支援学校の教諭の職務

３級 小学校、中学校又は特別支援学校の主任教諭の職務

４級 小学校、中学校又は特別支援学校の主幹教諭の職務

５級 小学校、中学校又は特別支援学校の副校長の職務

第１０条 杉並区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（平成１９

年杉並区条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。

附 則

１ この条例は、平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の杉並区職員の分限に関する条例第２条第２項及び

第７条の規定は、施行日以後の職員の行為に係る降給について適用する。

３ 杉並区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１９年杉並区条例

第４２号）附則第２項及び第３項の規定により特別区人事委員会（以下「人事委



員会」という。）が定める給料月額を受けている職員のうち、人事委員会が定め

るものの第２条の規定による改正後の杉並区職員の給与に関する条例第６条第７

項の規定を適用した場合の給料月額については、人事委員会が定める。

４ 杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２３年

杉並区条例第１２号）附則第４項及び第５項の規定により人事委員会が定める給

料月額を受けている職員のうち、人事委員会が定めるものの第６条の規定による

改正後の杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例第７条第６項の規定を適用し

た場合の給料月額については、人事委員会が定める。

（提案理由）

地方公務員法の一部が改正されたことに伴い、等級別基準職務表を定める等の必

要がある。
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杉並区職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例新旧対照表（抄）

第１条による改正（杉並区職員の分限に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（目的） （目的）

第１条 この条例は、杉並区職員（以下 第１条 この条例は、杉並区職員（以下

「職員」という。）の意に反する休職 「職員」という。）の意に反する休職

及び降給の事由、職員の意に反する降 の事由 、職員の意に反する降

任、免職、休職及び降給の基準、手続 任、免職及び休職 の基準、手続

及び効果並びに失職の例外その他分限 及び効果並びに失職の例外その他分限

に関し、規定することを目的とする。 に関し、規定することを目的とする。

（休職及び降給の事由） （休職 の事由）

第２条 略 第２条 略

２ 職員の勤務実績がよくない場合にお

いては、その意に反して、これを降給

することができる。

（降任、免職、休職及び降給の基準及び （降任、免職及び休職の基準並びに

手続） 手続）

第３条 法第２８条第１項第１号の規定 第３条 法第２８条第１項第１号の規定

により職員を降任し、若しくは免職す により職員を降任し、若しくは免職す

ることができる場合又は前条第２項の ることができる場合は

規定により職員を降給することができ

る場合は、勤務実績を評定するに足る 、勤務実績を評定するに足る

と認められる客観的事実に基づき、勤 と認められる客観的事実に基づき、勤

務実績が不良なことが明らかな場合で 務実績が不良なことが明らかな場合と

あつて、指導その他の人事委員会規則 する

に定める措置を行つたにもかかわら

ず、なお勤務実績が改善されない場合

資 料
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において、必要があると認められると

きに限るものとする。 。

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 職員の意に反する降任、免職、休職 ４ 職員の意に反する降任、免職又は休

又は降給の処分は、その旨を記載した 職 の処分は、その旨を記載した

書面を当該職員に交付して行わなけれ 書面を当該職員に交付して行わなけれ

ばならない。 ばならない。

５ 前条第１項の規定に基づき、職員を ５ 前条 の規定に基づき、職員を

休職する場合の一般的基準及び手続に 休職する場合の一般的基準及び手続に

関しては、人事委員会規則で定める。 関しては、人事委員会規則で定める。

（休職の期間） （休職の期間）

第４条 略 第４条 略

２ 略 ２ 略

３ 第２条第１項の規定による場合にお ３ 第２条 の規定による場合にお

ける休職期間は、人事委員会規則で定 ける休職期間は、人事委員会規則で定

める。 める。

（降給の効果）

第７条 第２条第２項の規定により職員

を降給する場合におけるその者の号給

は、降給した日の前日に受けていた号

給より３号給下位の号給（当該受けて

いた号給が職員の属する職務の級の最

低の号給の上位３号給以内の号給であ

る場合にあつては、当該最低の号給）

とする。

（失職の例外） （失職の例外）

第８条 任命権者は、禁錮の刑に処せら 第７条 任命権者は、禁この刑に処せら

れた職員のうち、その刑に係る罪が過 れた職員のうち、その刑に係る罪が過

失によるものであり、かつ、その刑の 失によるものであり、かつ、その刑の
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執行を猶予された者については、情状 執行を猶予された者については、情状

により、当該職員がその職を失わない により、当該職員がその職を失わない

ものとすることができる。 ものとすることができる。

２ 略 ２ 略

（委任） （委任）

第９条 略 第８条 略

第２条による改正（杉並区職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（給料表、適用範囲及び職務の級） （給料表、適用範囲及び職務の級）

第５条 略 第５条 略

２ 前項の給料表（以下「給料表」とい ２ 前項の給料表（以下「給料表」とい

う。）は、第２５条に規定する職員以 う。）は、第２５条に規定する職員以

外の全て の職員に適用する。 外のすべての職員に適用する。

３ 職員の職務は、その複雑、困難及び ３ 職員の職務は、その複雑、困難及び

責任の度に基づきこれを給料表に定め 責任の度に基づきこれを給料表に定め

る職務の級に分類するものとし、その る職務の級に分類するものとし、その

分類の基準となるべき 職務の 分類の基準となるべき標準的な職務の

内容は、別表第３に掲げる等級別基準 内容は、人事委員会が定める

職務表に定めるとおりとする。 。

４ 任命権者は、全て の職員の職を前 ４ 任命権者は、すべての職員の職を前

項に規定する等級別基準職務表及び人 項の 人

事委員会が定める基準に従い、給料表 事委員会が定める基準に従い、給料表

に掲げる職務の級のいずれかに格付 に掲げる職務の級のいずれかに格付け

し、給料表により給料を支給しなけれ し、給料表により給料を支給しなけれ

ばならない。 ばならない。

（初任給及び昇格昇給等の基準） （初任給及び昇格昇給 の基準）

第６条 略 第６条 略
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２～６ 略 ２～６ 略

７ 職員を降給させる場合におけるその

者の号給は、杉並区職員の分限に関す

る条例（昭和５０年杉並区条例第５

号）第７条の規定に基づき、当該職員

が降給した日の前日に受けていた号給

より３号給下位の号給（当該受けてい

た号給が職員の属する職務の級の最低

の号給の上位３号給以内の号給である

場合にあつては、当該最低の号給）と

する。

８ 略 ７ 略

９ 第２項から第５項まで及び第７項の ８ 第２項から第５項まで の

規定の実施について必要な基準は、人 規定の実施について必要な基準は、人

事委員会が定める。 事委員会が定める。

（再任用短時間勤務職員の給料月額） （再任用短時間勤務職員の給料月額）

第６条の３ 地方公務員法第２８条の５ 第６条の３ 地方公務員法第２８条の５

第１項又は第２８条の６第２項に規定 第１項又は第２８条の６第２項に規定

する短時間勤務の職を占める職員（以 する短時間勤務の職を占める職員（以

下「再任用短時間勤務職員」とい 下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）の給料月額は、第６条第８項の う。）の給料月額は、第６条第７項の

規定にかかわらず、同項の規定による 規定にかかわらず、同項の規定による

給料月額に、勤務時間条例第２条第３ 給料月額に、勤務時間条例第２条第３

項の規定により定められたその者の勤 項の規定により定められたその者の勤

務時間を同条第１項に規定する勤務時 務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とす 間で除して得た数を乗じて得た額とす

る。 る。

（通勤手当） （通勤手当）

第１６条 略 第１６条 略
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２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる ２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じて、当該各号に掲げ 職員の区分に応じて、当該各号に掲げ

る額とする。 る額とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 前項第２号に掲げる職員 別表 (２) 前項第２号に掲げる職員 別表

第４に掲げる職員の区分及び自転車 第３に掲げる職員の区分及び自転車

等の片道の使用距離の区分に応じて 等の片道の使用距離の区分に応じて

同表に掲げる額に支給月数を乗じて 同表に掲げる額に支給月数を乗じて

得た額 得た額

(３) 略 (３) 略

３～７ 略 ３～７ 略

（休職者等の給与） （休職者等の給与）

第２６条 休職等となつた職員（次項に 第２６条 休職等となつた職員（次項に

規定する職員を除く。）に対しては、 規定する職員を除く。）に対しては、

休職等の期間中次の区分により給与を 休職等の期間中次の区分により給与を

支給することができる。 支給することができる。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 杉並区職員の分限に関する条例 (３) 杉並区職員の分限に関する条例

第２条第１項 （昭和５０年杉並区条例第５号）第

に掲げる事由に該当して休職に ２条に掲げる事由に該当して休職に

されたときは、人事委員会規則で定 されたときは、人事委員会規則で定

める額 める額

２及び３ 略 ２及び３ 略

（災害派遣手当） （災害派遣手当）

第３２条 略 第３２条 略

２ 災害派遣手当の額は、別表第５に掲 ２ 災害派遣手当の額は、別表第４に掲

げる滞在する期間及び滞在する施設の げる滞在する期間及び滞在する施設の

区分に応じ、同表に掲げる額とする。 区分に応じ、同表に掲げる額とする。

３ 略 ３ 略
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附 則 附 則

１～１１ 略 １～１１ 略

１２ 別表第３の規定の適用について

は、当分の間、同表アの部３級の項中

「職務」とあるのは「職務又は特に高

度の知識若しくは経験を必要とする業

務を行う係員の職務」と、同部４級の

項中「又は主査の職務」とあるのは

「若しくは主査の職務又は高度の知識

若しくは経験を必要とする業務を行う

主任主事の職務」と、同部５級の項中

「職務」とあるのは「職務又は困難な

業務を処理する係長、担当係長若しく

は主査の職務」と、同表イの部２級の

項中「職務」とあるのは「職務又は高

度の技能若しくは経験を必要とする業

務を行う係員の職務」と、同部３級の

項中「職務」とあるのは「職務、困難

な業務を処理する技能主任の職務又は

特に高度の技能若しくは経験を必要と

する業務を行う係員の職務」と、同部

４級の項中「職務」とあるのは「職務

又は困難な業務を処理する技能長の職

務」と、同表エの部４級の項及びオの

部４級の項中「又は主査の職務」とあ

るのは「若しくは主査の職務又は高度

の知識若しくは経験を必要とする業務

を行う主任主事の職務」とする。
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第３条による改正（杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改

正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭 第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第 和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項の規定に基づき、職員の勤務時 ６項の規定に基づき、職員の勤務時

間、休日、休暇等に関し必要な事項を 間、休日、休暇等に関し必要な事項を

定めるものとする。 定めるものとする。

２ 略 ２ 略

第４条による改正（杉並区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正）

新 条 例 旧 条 例

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項）

第３条 前条の規定により人事行政の運 第３条 前条の規定により人事行政の運

営の状況に関し、任命権者が報告しな 営の状況に関し、任命権者が報告しな

ければならない事項は、職員（臨時的 ければならない事項は、職員（臨時的

に任用された職員及び非常勤職員（地 に任用された職員及び非常勤職員（地

方公務員法第２８条の５第１項に規定 方公務員法第２８条の５第１項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除 する短時間勤務の職を占める職員を除

く。）を除く。以下同じ。）に係る次 く。）を除く。以下同じ。）に係る次

に掲げる事項とする。 に掲げる事項とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 職員の人事評価の状況

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略
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(５) 略 (４) 略

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

(８) 職員の退職管理の状況

(９) 職員の研修 (７) 職員の研修及び勤務成績の評定

の状況 の状況

(１０) 略 (８) 略

(１１) 略 (９) 略

第５条による改正（杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭 第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第 和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項の規定に基づき、幼稚園教育職員 ６項の規定に基づき、幼稚園教育職員

の勤務時間、休日、休暇等に関し必要 の勤務時間、休日、休暇等に関し必要

な事項を定めるものとする。 な事項を定めるものとする。

第６条による改正（杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭 第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第 和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項の規定に基づき、幼稚園教育職員 ６項の規定に基づき、幼稚園教育職員

の給与に関し必要な事項を定めるもの の給与に関し必要な事項を定めるもの

とする。 とする。
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（給料表及び職務の級） （給料表及び職務の級）

第６条 略 第６条 略

２ 略 ２ 略

３ 前項の職務の分類の基準となるべき ３ 前項の職務の分類の基準は、人事委

職務の内容は、別表第２に掲げる等級 員会の承認を得て、杉並区教育委員会

別基準職務表に定めるとおりとする。 規則（以下「教育委員会規則」とい

う。）で定める。

４ 教育委員会は、全て の職員の職を ４ 教育委員会は、すべての職員の職を

前項に規定する等級別基準職務表及び

人事委員会の定める基準に従い、給料 人事委員会の定める基準に従い、給料

表に掲げる職務の級のいずれかに格付 表に掲げる職務の級のいずれかに格付

し、給料表により給料を支給しなけ けし、給料表により給料を支給しなけ

ればならない。 ればならない。

（初任給及び昇格昇給等の基準） （初任給、昇格及び昇給の基準）

第７条 新たに職員となった場合及び職 第７条 新たに職員となった場合及び職

員が一つの職務の級から他の職務の級 員が一つの職務の級から他の職務の級

に移った場合の給料の基準は、人事委 に移った場合の給料の基準は、人事委

員会の承認を得て、杉並区教育委員会 員会の承認を得て、教育委員会規則

規則（以下「教育委員会規則」とい

う。）で定める。 で定める。

２～５ 略 ２～５ 略

６ 職員を降給させる場合におけるその

者の号給は、杉並区職員の分限に関す

る条例（昭和５０年杉並区条例第５

号）第７条の規定に基づき、当該職員

が降給した日の前日に受けていた号給

より３号給下位の号給（当該受けてい

た号給が職員の属する職務の級の最低

の号給の上位３号給以内の号給である
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場合にあっては、当該最低の号給）と

する。

７ 略 ６ 略

８ 第２項から第４項まで及び第６項の ７ 第２項から第４項まで の

規定の実施について必要な基準は、人 規定の実施について必要な基準は、人

事委員会の承認を得て、教育委員会規 事委員会の承認を得て、教育委員会規

則で定める。 則で定める。

（再任用短時間勤務職員の給料月額） （再任用短時間勤務職員の給料月額）

第７条の３ 地方公務員法第２８条の５ 第７条の３ 地方公務員法第２８条の５

第１項又は第２８条の６第２項に規定 第１項又は第２８条の６第２項に規定

する短時間勤務の職を占める職員（以 する短時間勤務の職を占める職員（以

下「再任用短時間勤務職員」とい 下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）の給料月額は、第７条第７項の う。）の給料月額は、第７条第６項の

規定にかかわらず、同項の規定による 規定にかかわらず、同項の規定による

給料月額に勤務時間条例第３条第３項 給料月額に勤務時間条例第３条第３項

の規定により定められたその者の勤務 の規定により定められたその者の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時間 時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額とす で除して得た数を乗じて得た額とす

る。 る。

（通勤手当） （通勤手当）

第１５条 略 第１５条 略

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる ２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じて、当該各号に掲げ 職員の区分に応じて、当該各号に掲げ

る額とする。 る額とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 前項第２号に掲げる職員 別表 (２) 前項第２号に掲げる職員 別表

第３に掲げる職員の区分及び自転車 第２に掲げる職員の区分及び自転車

等の片道の使用距離の区分に応じて 等の片道の使用距離の区分に応じて

同表に掲げる額に支給月数を乗じて 同表に掲げる額に支給月数を乗じて
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得た額 得た額

(３) 略 (３) 略

３～７ 略 ３～７ 略

（休職者等の給与） （休職者等の給与）

第２４条 休職等となった職員（次項に 第２４条 休職等となった職員（次項に

規定する職員を除く。）に対しては、 規定する職員を除く。）に対しては、

休職等の期間中次の区分により給与を 休職等の期間中次の区分により給与を

支給することができる。 支給することができる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 杉並区職員の分限に関する条例 (４) 杉並区職員の分限に関する条例

第２条第１項 （昭和５０年杉並区条例第５号）第

に掲げる事由に該当して休職に ２条に掲げる事由に該当して休職に

されたときは、特別区人事委員会規 されたときは、特別区人事委員会規

則で定める額 則で定める額

２及び３ 略 ２及び３ 略

第７条による改正（杉並区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭 第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第 和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項並びに公立の義務教育諸学校等の ６項並びに公立の義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に関する特別措置法 教育職員の給与等に関する特別措置法

（昭和４６年法律第７７号）第３条及 （昭和４６年法律第７７号）第３条及

び第６条の規定に基づき、幼稚園教育 び第６条の規定に基づき、幼稚園教育

職員の給与その他の勤務条件について 職員の給与その他の勤務条件について

特例を定めるものとする。 特例を定めるものとする。
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第８条による改正（杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の

一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭 第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第 和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項の規定に基づき、学校教育職員の ６項の規定に基づき、学校教育職員の

勤務時間、休日、休暇等に関し必要な 勤務時間、休日、休暇等に関し必要な

事項を定めるものとする。 事項を定めるものとする。

第９条による改正（杉並区学校教育職員の給与に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭 第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第 和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項の規定に基づき、学校教育職員の ６項の規定に基づき、学校教育職員の

給与に関し必要な事項を定めるものと 給与に関し必要な事項を定めるものと

する。 する。

（職務の級） （職務の級）

第６条 略 第６条 略

２ 前項の職務の分類の基準となるべき ２ 前項の職務の分類の基準は、人事委

職務の内容は、別表第１に掲げる等級 員会の承認を得て、杉並区教育委員会

別基準職務表に定めるとおりとする。 規則（以下「教育委員会規則」とい

う。）で定める。

（給料表） （給料表）

第７条 職員に適用する給料表は、学校 第７条 職員に適用する給料表は、学校

教育職員給料表（別表第２）とする。 教育職員給料表（別表第１）とする。
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２ 教育委員会は、全て の職員の職を ２ 教育委員会は、すべての職員の職を

前条第２項に規定する等級別基準職務

表及び人事委員会の承認を得て杉並区 人事委員会の承認を得て教育委

教育委員会規則（以下「教育委員会規 員会規則

則」という。）で定める基準に従い、 で定める基準に従い、

前項の給料表に掲げる職務の級のいず 前項の給料表に掲げる職務の級のいず

れかに格付 し、同項の給料表により れかに格付けし、同項の給料表により

給料を支給しなければならない。 給料を支給しなければならない。

（初任給及び昇格昇給等の基準） （初任給、昇格及び昇給の基準）

第８条 略 第８条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 職員を降給させる場合におけるその

者の号給は、杉並区職員の分限に関す

る条例（昭和５０年杉並区条例第５

号）第７条の規定に基づき、当該職員

が降給した日の前日に受けていた号給

より３号給下位の号給（当該受けてい

た号給が職員の属する職務の級の最低

の号給の上位３号給以内の号給である

場合にあっては、当該最低の号給）と

する。

７ 略 ６ 略

８ 第２項から第４項まで及び第６項の ７ 第２項から第４項まで の

規定の実施について必要な基準は、人 規定の実施について必要な基準は、人

事委員会の承認を得て、教育委員会規 事委員会の承認を得て、教育委員会規

則で定める。 則で定める。

（再任用短時間勤務職員の給料月額） （再任用短時間勤務職員の給料月額）

第９条 地方公務員法第２８条の５第１ 第９条 地方公務員法第２８条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める 項に規定する短時間勤務の職を占める

資 料
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職員（以下「再任用短時間勤務職員」 職員（以下「再任用短時間勤務職員」

という。）の給料月額は、第８条第７ という。）の給料月額は、第８条第６

項の規定にかかわらず、同項の規定に 項の規定にかかわらず、同項の規定に

よる給料月額に、勤務時間条例第３条 よる給料月額に、勤務時間条例第３条

第３項の規定により定められたその者 第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項に規定する勤 の勤務時間を同条第１項に規定する勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額 務時間で除して得た数を乗じて得た額

とする。 とする。

（通勤手当） （通勤手当）

第１８条 略 第１８条 略

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる ２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じて、当該各号に掲げ 職員の区分に応じて、当該各号に掲げ

る額とする。 る額とする。

(１) 略 (１) 略

(２) 前項第２号に掲げる職員 別表 (２) 前項第２号に掲げる職員 別表

第３に掲げる職員の区分及び自転車 第２に掲げる職員の区分及び自転車

等の片道の使用距離の区分に応じて 等の片道の使用距離の区分に応じて

同表に掲げる額に支給月数を乗じて 同表に掲げる額に支給月数を乗じて

得た額 得た額

(３) 略 (３) 略

３～７ 略 ３～７ 略

（休職者等の給与） （休職者等の給与）

第２６条 休職等となった職員（次項に 第２６条 休職等となった職員（次項に

規定する職員を除く。）に対しては、 規定する職員を除く。）に対しては、

休職等の期間中次の区分により給与を 休職等の期間中次の区分により給与を

支給することができる。 支給することができる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 杉並区職員の分限に関する条例 (４) 杉並区職員の分限に関する条例

第２条第１項 （昭和５０年杉並区条例第５号）第



- 15 -

資 料

に掲げる事由に該当して休職に ２条に掲げる事由に該当して休職に

されたときは、特別区人事委員会規 されたときは、特別区人事委員会規

則で定める額 則で定める額

２及び３ 略 ２及び３ 略

第１０条による改正（杉並区学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭 第１条 この条例は、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２４条第 和２５年法律第２６１号）第２４条第

５項並びに公立の義務教育諸学校等の ６項並びに公立の義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に関する特別措置法 教育職員の給与等に関する特別措置法

（昭和４６年法律第７７号）第３条及 （昭和４６年法律第７７号）第３条及

び第６条の規定に基づき、学校教育職 び第６条の規定に基づき、学校教育職

員の給与その他の勤務条件について特 員の給与その他の勤務条件について特

例を定めるものとする。 例を定めるものとする。


